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役場・その他の機関から 

内           容 問い合わせ・連絡先 

お
知
ら
せ 

 
住宅用太陽光発電 
システム設置に 
補助金を交付します 

 
村では、住宅用太陽光発電システムの設置者に対し、予算の範囲内で補助金を

交付します。 
■補助対象者 次の３つの要件を全て満たす方 ▼ 自らが居住または居住しよ
うとする住宅に太陽光発電システムを設置した村民（借家を除く） ▼ 平成24
年度以降、太陽光発電普及拡大センター(Ｊ－ＰＥＣ)へ補助金の交付申請をし、
同補助金の申込受理決定通知または交付決定通知を受けている方 ▼ 電力会社
と電灯契約及び太陽光発電余剰電力需給契約を結んでいる方 

■補助金額 １キロワット当たり４万８千円（５キロワット・24万円を上限と
します） 

■申請に必要なもの ▼ 補助金交付申請書 ▼ 太陽光発電普及拡大センター(Ｊ
－ＰＥＣ)からの補助金申込受理決定通知書または補助金交付決定通知書の写
し ▼ 工事請負契約書の写し及びシステムの設置に係る領収書・内訳書の写し

▼ 電力会社からの「太陽光発電余剰電力需給契約確認書」の写し ▼ システム
の公称最大出力の合計値が確認できる書類の写し ▼ 設置カラー写真(設置前・
設置後) 

 

 
村企画調整課企画振興係 
 49-3115 

 
高齢者肺炎球菌 
ワクチン予防接種の 
費用を助成します 

 
 村では、肺炎球菌による肺炎を予防する「高齢者肺炎球菌ワクチン」の接種費
用の一部を助成します。希望する方は、医療機関と相談し接種してください。 
■対象者 村内に住所があり、接種日現在で満65歳以上の方(過去５年以内にワク
チン接種をしていない方) 
■実施期間 平成26年３月31日まで 
■助成金額 １人当たり４千円 
■医療機関 東白川郡内の医療機関(おおひら整形外科クリニックは除きます) 
■接種方法 ①希望者は、役場にある助成申請書を住民福祉課健康係へ提出する
／②村から希望者へ受診券などを発行する／③希望者が医療機関へ電話予約す
る／④受診券・予診票・接種済証・保険証などを持参して医療機関で接種する 

 

 
村住民福祉課健康係 

 49-311２ 
 
 

 
難病等の方々が 
障害福祉サービス等 
の対象となりました 

 
 平成25年４月に施行された障害者総合支援法では、障害者の範囲に難病等の
方々が加わりました。対象となる方は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、
必要と認められた障害福祉サービス等を受けることができます。 
■対象者 対象疾患による障害のある方 ※対象となる疾患は130ありますの
で、詳しい疾患名は役場住民福祉課福祉係にお問い合わせください。【例】潰
痬性大腸炎、関節リウマチ、筋委縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症 など 

■内容 障害児・者については、障害福祉サービス、相談支援、補装具および地
域生活支援事業。障害児については、障害児通所支援および障害児入所支援の
サービスを受けることができます。 

■手続き 対象疾患にかかっていることが分かる証明書(診断書または特定疾患
医療受給者証など)を持参の上、役場住民福祉課福祉係に申請してください。そ
の後、障害程度区分の認定や支給認定などの手続きを経て、必要と認められた
サービスを利用できます。 

 

 
村住民福祉課福祉係 

 49-3113 
 
 

 
農産物の 
放射性物質分析を 
受け付けています 
 

 
村では、放射性物質分析機器を使用した農産物などの分析を受け付けています。

分析できる検体は、村内で生産および採取された農産物です。 
飲用水については、引き続き地域整備課に申し込んでください。 

■受付場所 役場農林課 
■受付時間 平日(土・日曜、祝日除く) 午前９時～午後５時 
■搬入方法 農産物は500㌘(約３合)をビニール袋に入れて持参してください。

分析料は無料です(平成26年３月31日まで)。 
 

 
村農林課農政係 

 49-3114 
 
 

 
４月16日(火) 

鮫川村図書館が 
新しくなって開館 

 
一昨年の東日本大震災以降閉館していた鮫川村図書館がリニューアルオープン

します。ぜひ、ご利用ください。 
■開館日時 ４月16日(火) 午前９時30分～ 
■利用時間 午前９時30分～午後６時 
■休館日 毎週月曜日および祝日 
■所在地 大字赤坂中野字新宿64番地１(29-1150 ファックス兼) 
 

 
村教育委員会教育課 
生涯学習係 
 49-3151 
  

募
集 

 
平成25年度高齢者講座 

社会学級 

参加者募集 

 
高齢者が自主的学習や集団での活動を通し、生きがいや充実した生活を見出す

とともに、急激に変化する社会に順応できる力を養うことを目的に実施します。 
■対象 60歳以上の村内居住者 
■開催期間 ５月から12月まで(年６回開催) 
■内容 自主学習(ちぎり絵)、視察研修など 
■経費 学習に必要な材料費などは参加者の負担となります。 
■申し込み 参加申込書を５月７日(火)までに村教育委員会へ提出してください。 
 

 
村教育委員会教育課 
生涯学習係 
 49-3151 
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